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第１章 計画の概要 
 

第１節 計画策定の趣旨 

長崎市では、平成 21 年３月に「長崎市安全・安心まちづくり行動計画」を策定し、

犯罪のない安全で安心なまちづくりを進めるとともに、犯罪被害者等※1 に対する必要

な支援を行ってきました。 

全国的に犯罪の発生件数が減少傾向にある中、近年、長崎市においても刑法犯※2 認

知件数※3 は減少傾向にありますが、依然として犯罪は発生し、犯罪被害者等は直接的

な被害のみならず、二次被害※4や再被害※5に苦しんでいます。 

そのような犯罪被害者等が被害から早期に回復し、再び平穏な生活を取り戻すため

には、犯罪被害者等一人ひとりに寄り添った支援の充実が必要であり、また、誰もが犯

罪被害者等になり得るとの認識を市民が共有し、犯罪被害者等を支える地域社会の実

現を目指す必要があります。 

そこで長崎市では、犯罪被害者等に係る被害からの回復及び被害の軽減と犯罪被害

者等を支える地域社会の形成を図ることを目的として、令和３年３月に「長崎市犯罪被

害者等支援条例」（以下「条例」という。）を制定しました。 

この「長崎市犯罪被害者等支援計画」は、条例に基づき犯罪被害者等の支援を総合的

かつ計画的に推進することを目的として策定するものです。 

 

 第２節 計画の位置づけ 

この計画は、条例第７条に基づく計画で、上位計画となる「長崎市第五次総合計画」 

や、「第４次長崎市安全・安心まちづくり行動計画」と整合を図るとともに、国の「犯

罪被害者等基本計画」及び「長崎県犯罪被害者等支援計画」とも整合を図ったものとし

ます。 

 

第３節 計画の期間 

この計画の期間は、「第４次長崎県犯罪被害者等支援計画」との整合を図るため、令

和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

 

 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

長崎市第五次総合計画

（前期基本計画） 

     

第４次長崎市安全・安心

まちづくり行動計画 

     

第４次長崎県犯罪被害

者等支援計画 

     

長崎市犯罪被害者等支

援計画 

     

 

 

４年間 

４年間 

５年間 

５年間 
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第２章 犯罪被害者等の現状 

 

第１節 犯罪被害者等が受ける被害 

犯罪等（犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為）は、生命を奪う、身

体を傷つける、財産を奪うなど、被害者に直接的な被害を与えます。 

また、事件後も被害者のみならず、その家族までもが心身の不調、生活上の問題、周

囲の人の言動による傷つき、捜査・裁判に伴う負担といった精神的な苦痛や経済的な損

失などに苦しむことがあります。 

 

１ 直接的被害（生命を奪われる、家族を失う、傷害を負う、財産を奪われる） 

犯罪被害者等は、平穏な日常生活を送る中で、思いがけず犯罪被害に遭い、生命を

奪われる、家族を失う、傷害を負う、財産を奪われるといった直接的な被害を受ける

ことがあります。 

 

２ 二次被害 

（1） 心身への影響（身体障害、精神的ショック、精神的後遺症、再被害の恐怖等） 

身体に被害を受けた場合、長期にわたり治療が必要であったり、重い後遺障害を

負ったりすることもあります。 

また、事件により大きな精神的ショックを受けることで、不眠や食欲不振、集中

力の低下等、心身にさまざまな不調が現れたり、加害者から再被害を受けるかもし

れないという恐怖や不安に苦しめられることもあります。 

場合によっては、一時的な精神的被害にとどまらず、ＰＴＳＤ（心的外傷後スト

レス障害）等の精神的後遺症に苦しむ人もいます。 

 

（2） 経済的な困窮（医療費・転居費用等の支出増加、生計維持者の喪失・失職等） 

亡くなった場合の葬祭費、けがの治療や精神的ケアのための医療費、裁判等のた

めの弁護士費用、家事や育児が手につかなくなったことによる外食、託児サービス

の利用増加、自宅が事件現場になった場合や再被害から逃れるために転居をする

場合の転居費用・家賃等あらゆる面で支出が増加することがあります。 

また、犯罪被害により生計維持者を失う場合や、犯罪被害による受傷・精神的シ

ョックのため仕事の能率が低下したり、治療や捜査・裁判等のため仕事を休むこと

が多くなり、その結果、休職・ 退職を余儀なくされることで、収入が途絶するこ

ともあります。 

このように支出が増加する一方で、収入が減少・途絶し、経済的に困窮すること

も少なくありません。 
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（3） 精神的な苦痛（周囲の心ない行動、ＳＮＳ等による誹謗中傷、過剰な取材等） 

犯罪被害者等支援に関する情報不足などから、周囲からの好奇の目、偏見や誤解

による心無い言動、ＳＮＳ※6 等による誹謗中傷、報道機関等による過剰な取材等

が大きな精神的苦痛となって、周囲に不信感を募らせるなど、社会から孤立するこ

ともあります。 

 

第２節 犯罪の現状 

長崎県における刑法犯認知件数は、平成 15 年の 14,454 件をピークに年々減少して

おり、令和２年は 2,799件となっています。また、犯罪率・検挙率※7は、全国でも常に

良い方の上位にランクされており、令和２年の犯罪率は低い方から全国第２位、検挙率

は高い方から全国第６位となっています。 

 長崎市においても、刑法犯認知件数及び生命・身体に被害をもたらした刑法犯による

被害者数は長崎県と同様に減少傾向にあり、令和２年は 912件となっています。 

 

(1) 犯罪の発生状況（刑法犯認知件数） 

 
犯罪統計（警察庁）、長崎県警察提供資料 

 

(2) 犯罪率（人口 10万人当たりの刑法犯認知件数） 

 

犯罪統計（警察庁）、長崎県警察提供資料 

  

4,659 
4,264 

3,622 3,394 

2,799 

1,554 1,431 1,251 1,230 
912 

996,120 

915,042 
817,338 748,559 

614,231

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H28 H29 H30 R元 R２

刑法犯認知件数（単位：件）

長崎県 長崎市 全国

784 721 
645 592 

487 
338 312 268 253 211 

362 335 297 295 
222 

0

200

400

600

800

1,000

H28 H29 H30 R元 R２

犯罪率（単位：件）

全国 長崎県 長崎市

（県・市） （全国） 



 

- 4 - 

※1 

※2 

(3) 生命・身体に被害をもたらした刑法犯による被害者数（単位：人） 

 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和２年 

死
亡
者 

全 国 751 709 690 700 687 

長崎県 17 11 6 6 7 

長崎市 6 2 2 3 2 

重
傷
者 

全 国 2,796 2,644 2,675 2,564 2,411 

長崎県 23 14 11 19 16 

長崎市 14 4 1 8 3 

軽
傷
者 

全 国 25,410 24,137 23,286 21,859 19,473 

長崎県 170 154 140 151 115 

長崎市 53 56 48 59 34 

※1：重傷者は全治１か月以上の負傷者 ※2：軽傷者は全治１か月未満の負傷者 

長崎県警察提供資料 

 

第３節 犯罪被害者等の状況 

(1) 被害による生活上の変化 

犯罪被害に遭ったことにより、生活や対人関係のネガティブな変化が多くなって

いることがうかがえます。 

 

 

  

学校または仕事をしばらく休んだ 15.4%

学校または仕事を辞

めた、変えた 12.8%

家族間で不和が起こった 12.8%

長期に通院したり入院し

たりするようなけがや病

気をした 10.8%転居（引っ越し）をした 10.1%

学校や職場、地域の

人々との関係が悪化

した 6.8%

自分が別居・離婚をした 6.5%

家族間の信頼が深まった 3.0%

自分が結婚した 2.6%

家族が亡くなった 2.2%

その他, 

17.0%
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(2) 初めて被害に遭った際の相談相手・機関 

犯罪被害に遭った際、どこにも（誰にも）相談していない方が 38.6%と最も多く、

相談することができなかったことがうかがえます。 

 
 

(3) どこにも（誰にも）相談しなかった理由 

どこにも相談できなかった理由として、「低年齢であったため、相談する思いに至

らなかった」、「どこに相談すればよいかわからなかった」、「他人に知られたくなかっ

た」、「相談するほどのことではないと思った」をはじめ、多様な理由が示されていま

す。 
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他人に知られたくなかった

相談するほどのことではないと思った
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特に理由はない
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(4) 被害直後の支援ニーズ 

被害のショックで考えがまとまらない人をはじめ、「どのような支援・配慮が必要

かわからなかった」が最も多く、その他「事件・被害に関する話を聞いてもらう」を

はじめ、多様な支援が求められています。 

 

 (1)～(4)：平成 29 年度 犯罪被害類型別調査（警察庁） 
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そっとしておいてもらうこと

プライバシー等への配慮
職場・学校等への配慮

弁護士の紹介
経済的な支援

医療機関の紹介
司法手続のことを教えてもらう

役所等での手続補助
医療機関へ行く際の付き添い

生活全般の手伝い
家族の介護、子どもの世話

支援団体、自助グループ等の紹介
裁判所へ行く際の付き添い
報道機関の応対の手助け

その他
特になし

どのような支援・配慮が必要かわからなかった
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第４節 関係機関からの聞き取り結果（聞き取り先：長崎県警察及び長崎犯罪被害者支援センター） 

・何をどこに相談すればいいのか分からない人が多い。 

・何に困ることになるのか分からない、被害のショックで考えがまとまらない人がい

る。 

・病院代、葬儀費用の負担、当面の生活費がないなど、生活困窮の相談が少なくない。 

・国の犯罪被害者等給付金の対象となっても、給付されるまでに平均約６か月かかっ

ている。 

・生活困窮、障害、仕事、学校等の複合的な問題を抱えている人が多い。 

・家が事件現場になったり、犯人から家が知られていることなどで転居を希望する人

が少なくない。 

・相談すらできないほど、気力、体力が回復していない人がいる。 

 

第５節 犯罪被害者等支援において取り組むべき課題 

長崎市は、人口 10 万人当たりの犯罪率で比較すると全国平均の半分程度で、犯罪が

少ない環境にありますが、生命・身体に被害を受ける犯罪件数等は横ばいで推移してい

る状況にあり、様々な防犯の取り組みは行っているものの犯罪が発生し、市民が突然犯

罪被害者等となる事態が起こっています。 

長崎市が市民に最も身近な地方自治体として、犯罪被害者等に寄り添った支援を行う

上では、次のような課題があります。 

 

(1) 相談窓口の周知を図るとともに、犯罪被害者等が直面している困難を正確に把握

し、適切な支援策について情報提供を行う体制と支援に関わる関係機関との連携に

より速やかに支援を実施できる体制を整備する必要がある。 

(2) 国の犯罪被害者等給付金は給付までに時間がかかることから、医療費や転居に伴

う住宅費、休職等による収入途絶など、被害直後にかかる経済的負担を軽減できる

よう支援を行う必要がある。 

(3) 犯罪等により直接的に心身に受けた被害からの回復を支援するとともに、二次被

害・再被害を防止し、安全を確保する必要がある。 

(4) 犯罪被害者等の人権の尊重、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等

の支援の必要性について、市民等や事業者の理解を深めていく必要がある。 
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第３章 犯罪被害者等支援について  

 

 第１節 基本理念 

犯罪被害者等が一日も早く被害から回復し、社会の中で再び平穏な生活を営むこと

ができるようになるには、犯罪被害者等一人ひとりに寄り添った支援の充実、並びに誰

もが犯罪被害者等になり得るとの共通認識を市民が共有し、犯罪被害者等を支える地

域社会が形成されることが必要です。 

 条例では、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定めており、犯罪被害者等の支援  

はこの基本理念に基づき行います。 

 

１ 個人としての尊厳が重んぜられるよう配慮して行う 

犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が社会のかけがえのない一員として、当然

に保障されるべき権利利益の保護を図るためのものであり、犯罪被害者等の個人と

しての尊厳が重んぜられるよう配慮して行う必要があります。 

 

２ 犯罪被害者等の状況に応じて、迅速かつ適切に行う 

犯罪被害者等が受けた被害の状況や原因、事件後に置かれた状況等は、それぞれ異

なることから、犯罪被害者等への支援にあたっては、個々の犯罪被害者等の状況等を

正確に把握し、その変化にも十分に留意しながら、個々の事情に応じて迅速かつ適切

に行う必要があります。 

 

３ 必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行う 

犯罪被害者等への支援にあたっては、犯罪被害者等が直面するその時々の困難を

打開することだけに注目するのではなく、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むこ

とができるように取り組んでいくことが重要であり、適用される制度や支援を行う

機関が替わっても連続性をもって、途切れることなく行う必要があります。 

 

４ 犯罪被害者等のプライバシーに配慮して適切に行う 

犯罪被害者等への支援にあたっては、被害者が推知されたり、被害状況が明らかに

なることで、被害者のプライバシーが著しく侵害され、二次被害や再被害につながる

恐れがあることから、プライバシーに十分配慮し、適切に行う必要があります。 
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第２節 基本方針 

第２章の犯罪被害者等の現状を踏まえ、犯罪被害者等が受けた被害からの回復及び

被害の軽減と犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図ることを目的に、本計画にお

いては、犯罪被害者等支援に関する基本方針を次のとおり定め、取り組んでいきます。 

 

１ 支援体制の整備・充実 

犯罪被害者等は、犯罪等により様々な困難に直面することになるが、どこに相談し

たらいいか分からないということもあるため、犯罪等の被害に関する相談や各種手

続きのワンストップ対応など、犯罪被害者等支援に係る総合的な窓口を設置すると

ともに、関係部署・関係機関との連携体制の充実を図ります。 

 

２ 経済的負担の軽減 

犯罪被害者等は、犯罪等により支出が増加する一方で、収入が減少・途絶し、経済

的に困窮することもあるため、早期に生活の安定が図られるように、経済的な支援や

居住・就労の場の確保の支援を実施し、経済的負担の軽減を図ります。 

 

３ 心身の被害回復・防止 

犯罪被害者等は、犯罪等により長期にわたる治療を要したり、後遺障害や精神的な

後遺症に苦しめられることもあるため、専門機関との連携も含め、必要な保健・医

療・福祉サービスの提供が受けられるよう支援するとともに、心身の安全の確保が図

られるよう支援することによって、精神的・身体的被害からの回復や二次被害・再被

害の防止を図ります。 

 

４ 犯罪被害者等への理解の促進 

犯罪被害者等は犯罪等による直接的被害のみならず、二次被害にも苦しむことが

あり、その結果、周囲に不信感を募らせ、社会から孤立することもあります。犯罪被

害者等が社会の中で再び平穏な生活を営むことができるようになるには、社会全体

で支えていく必要があるため、広報及び啓発活動により、誰もが犯罪被害者等になり

得るとの共通認識の醸成や犯罪被害者等の人権尊重と支援への協力に関する理解の

促進を図ります。 
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第３節 市、市民、事業者の責務 

犯罪被害者等が一日も早く被害から回復し、社会の中で再び平穏な生活を営むこと

ができるようになるには、市の取組みだけでなく、市民、事業者の理解を深め、協力し

て取り組んでいくことが重要です。条例では、犯罪被害者等への支援について、それぞ

れの責務を定めています。 

 

 １ 市の責務 

市は、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等に係る被害からの回復及び

被害の軽減並びに二次被害及び再被害の防止を図るための施策並びに犯罪被害者等

が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者

等の支援の必要性について、市民及び事業者が理解を深め、地域社会が犯罪被害者等

を支援する気運の醸成を図るための施策を関係機関と連携、協力して実施します。 

 

 ２ 市民の責務 

市民は、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等が置かれている状況、犯

罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性につい

て理解を深め、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることのないよう十分に

配慮するよう努めるとともに、市や関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力する

よう努めます。 

 

 ３ 事業者の責務 

事業者は、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等が置かれている状況、

犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性につ

いて理解を深め、並びに犯罪被害者等の就労又は勤務について十分配慮し、その事業

活動において犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることのないよう努めると

ともに、市や関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めます。 
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第４章 具体的な取組 

基本方針１ 支援体制の整備・充実 

犯罪等の被害に関する相談や各種手続きのワンストップ対応など、犯罪被害者等支

援に係る総合的な窓口を設置するとともに、関係部署・関係機関との連携体制の充実を

図ります。 

 

１ 総合的支援体制の整備  

 犯罪被害者等の支援に係る総合的な窓口を設置するとともに、犯罪被害者等の支援

に関係する部局が緊密に連携して適切な支援を行います。 

 また、関係機関と緊密に連携、協力して犯罪被害者等の総合的な支援を円滑に行うこ

とができる体制を整備します。 

取組項目 内容 所管課 

犯罪被害者等支援

のための総合相談

窓口の設置 

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口を

設置し、相談に応じるとともに、各種手続き

のワンストップ対応を実施します。 

自治振興課 

関係機関との連携 犯罪被害者等支援に関する各種連携組織（長

崎県被害者支援連絡協議会、長崎県市町被害

者等支援推進協議会、長崎地区犯罪被害者支

援ネットワークなど）に参画し、関係機関等

との連携強化を図ります。 

自治振興課 

警察との連携協定 長崎市を所轄する各警察署と犯罪被害者等

支援の連携協定に基づき、犯罪被害者等への

支援及び情報共有等に関して相互に連携協

力し、円滑かつ適切な支援を実施します。 

自治振興課 

民間支援団体への

財政支援 

犯罪により被害を受けた被害者及びその家

族や遺族に対して各種支援事業を行う「公益

社団法人長崎犯罪被害者支援センター」に財

政的支援（負担金の支出）を行います。 

自治振興課 
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２ 相談対応及び情報提供等  

犯罪被害者等が円滑に社会生活を営むことができるように犯罪被害者等が直面して

いる各般の問題について相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行います。 

取組項目 内容 所管課 

犯罪被害者等支援

の周知 

広報ながさきや長崎市ホームページ等を活

用した情報発信のほか、犯罪被害者等支援広

報啓発用リーフレットを作成・配布します。 

自治振興課 

無料法律相談 経済的な理由により、法律相談ができないと

いうことがないよう、弁護士による無料の法

律相談を行います。 

自治振興課 

交通事故相談 交通事故被害者やその家族が抱えている損

害賠償問題や更生問題等に係る相談に対応

します。 

自治振興課 

国際法務相談 在留資格、永住、帰化、その他暮らしの諸手

続きなどの外国籍の方に関わる法務相談を

行います。 

国際課 

ドメスティック・

バイオレンス（Ｄ

Ｖ）※8に関する相

談 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）に関

する相談に対応します。 

人権男女共同参

画室 

消費生活相談 契約のトラブル、商品やサービスに対する疑

問、悪質商法、多重債務など、消費生活に関

する相談に対応します。 

消費者センター 

障害者相談支援事

業所の設置 

障害者やその家族等からの各種相談に応じ、

必要な情報提供、助言、障害福祉サービスの

利用等の必要な支援を行います。 

障害福祉課 

精神保健福祉相談

及び訪問 

事件による精神的ショックや心身の不調に

関するこころの相談について対応、必要に応

じて訪問します。 

地域保健課 

子どもの福祉に関

する相談 

子育ての悩みや子ども自身からの悩みなど、

子どもの福祉に関する相談に対応します。 

子育てサポート

課 

生活保護に関する

相談 

健康で文化的な最低限度の生活を保障する

ために設けられた生活保護制度の相談を受

け付けます。 

生活福祉 1・2課 

東・南・北総合事

務所地域福祉課 
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高齢者の福祉に関

する相談 

高齢者の身体の相談及び介護の相談、各種福

祉サービスの利用の仕方や施設入所など、高

齢者の虐待を含む福祉や保健の相談等に対

応します。 

各総合事務所地

域福祉課 

健康相談、保健指

導等 

育児や健康、介護に関する相談や各種健康教

室等に対応します。 

各総合事務所地

域福祉課 

いじめ不登校等教

育相談 

学校相談員、スクールカウンセラー等の相

談、カウンセリングによる児童生徒・保護者

の心のケア等を行います。 

学校教育課 

高齢者福祉の総合

的な相談支援（地

域包括支援センタ

ー） 

被害者等からの高齢者の在宅介護や福祉・保

健全般に関する相談に対し、必要に応じて各

種の公的なサービスが利用できるよう、関係

機関との連絡、調整を行います。 

高齢者すこやか

支援課 

多機関型地域包括

支援センターによ

る相談支援 

高齢・障害・子育て・生活困窮等、多分野・

多機関に渡る福祉分野に関連する相談をワ

ンストップで対応し、分野ごとの相談機関と

連携しながら、伴走的な支援や課題の解決に

向けた支援を実施します。 

地域包括ケアシ

ステム推進室 

母子家庭等就業・

自立支援事業 

ひとり親家庭等自立促進センター等におい

て、就業相談から就業支援講習会、就業情報

の提供に至るまでの一貫した就業支援サー

ビス等を提供します。 

こども政策課 

生活困窮者自立支

援制度※9に関する

相談 

家計や就労など、生活困窮に係る相談や支援

を行います。 

生活福祉２課 
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基本方針２ 経済的負担の軽減 

経済的な支援、居住・就労の場の確保により、被害の軽減を図り、早期に生活の安定

が図られるよう支援を行います。 

 

１ 経済的支援  

犯罪等により犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担を軽減するため、見舞金

やその他の給付を行います。 

取組項目 内容 所管課 

遺族見舞金の支給 故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被

害者の遺族に対して見舞金を支給します。 

自治振興課 

重傷病見舞金の支

給 

故意の犯罪行為により重傷病（療養１か月以

上かつ入院３日以上（精神疾患等の場合は療

養１か月以上かつ就労できない期間３日以

上））を負った犯罪被害者本人対して見舞金

を支給します。 

自治振興課 

転居費用助成金の

支給 

殺人、重傷病、性犯罪、放火の被害により、

従前の住居に居住することが困難となった

被害者本人又は遺族に対して転居費用の助

成金を支給します。 

自治振興課 

家賃助成金の支給 殺人、重傷病、性犯罪、放火の被害により、

従前の住居に居住することが困難となった

被害者本人又は遺族に対して賃貸住宅家賃

の助成金を支給します。 

自治振興課 

特別障害者手当の

支給 

 

20歳以上で、身体又は精神に著しい重度の障

害があるために、日常生活において、常時特

別の介護が必要な在宅の障害者に対し支給

します。 

障害福祉課 

障害児福祉手当の

支給 

20 歳未満で身体又は精神に著しく重度の障

害があるため、日常生活において、常時特別

の介護を必要とする在宅の障害児に対して

支給します。 

障害福祉課 

障害者に対する医

療費の助成 

（福祉医療） 

重・中度の心身障害のある人が医療保険によ

る診療を受けた場合、その自己負担額の一部

又は全額を助成します。 

障害福祉課 
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障害者に対する医

療費の助成 

（自立支援給付） 

精神通院公費（精神疾患があり通院による精

神医療が継続的に必要な程度の方）、育成医

療（身体上の障害・疾患があり手術により障

害等が補われ、又は障害の程度が軽減するこ

とが見込まれる 18歳未満の方）、更生医療（身

体上の障害・疾患があり手術により障害等が

補われ、又は障害の程度が軽減することが見

込まれる 18 歳以上の方）に係る自立支援医

療費を助成します。 

障害福祉課 

こども健康課 

 

葬祭費の支給 国民健康保険・後期高齢者医療被保険者が死

亡した場合、葬祭を行った人に支給されま

す。 

国 民 健 康 保 険

課、後期高齢者

医療室 

医療費の一部負担

金の免除 

生活に困窮しており、かつ、国民健康保険・

後期高齢者医療被保険者が入院療養を要す

るとき、３か月を上限に、医療費の一部負担

金の徴収猶予又は免除ができる場合があり

ます。 

国 民 健 康 保 険

課、後期高齢者

医療室 

高額療養費の支給 

  

大きな手術などで保険医療を受け、１か月の

一部負担金の額が自己負担限度額を超えた

場合、高額療養費を世帯主に（国保）支給し

ます。 

国 民 健 康 保 険

課、後期高齢者

医療室 

特別児童扶養手当

の支給 

 

20歳未満の１～３級程度の身体障害児、Ａ１

～Ｂ１程度の知的障害児を監護している保

護者に支給します。 

こども政策課 

子ども福祉医療費

の助成 

児童が医療保険による診療を受けた場合、そ

の自己負担額の一部又は全額を助成します。 

こども政策課 

ひとり親家庭等福

祉医療費の助成 

母子・父子家庭等いわゆる「ひとり親家庭」

の児童や養育している人が医療保険による

診療を受けた場合、その自己負担額の一部又

は全額を助成します。 

こども政策課 

母子父子寡婦福祉

資金の貸し付け 

母子家庭の母やその扶養している児童など

に対し、児童の就学等に必要な資金などの貸

付けを行います。 

こども政策課 

寡婦福祉医療費の

助成 

寡婦が入院に係る医療保険の診療を受けた

場合、その自己負担額の一部を助成します。 

こども政策課 
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自立支援教育訓練

給付金の支給 

指定した教育訓練講座を受講した母子家庭

の母に対して、講座修了後に受講料の一部を

支給します。 

こども政策課 

児童扶養手当の支

給 

対象要件等に該当する児童を監護する母又

は父及び養育する人に対して、支給します。 

こども政策課 

交通遺児に対する

教育手当の支給 

学校教育法に規定する小・中学校等に就学す

る交通遺児の保護者に教育手当を支給しま

す。 

こども政策課 

交通遺児に対する

見舞金の支給 

交通遺児教育手当の支給要件を満たすこと

となった時に、見舞金を支給します。 

こども政策課 

交通遺児に対する

小学校入学祝金の

支給 

交通遺児教育手当の支給を受けている保護

者に監護されている交通遺児が小学校に入

学し、就学要件を満たすこととなった時に入

学祝金を支給します。 

こども政策課 

交通遺児に対する

卒業祝金の支給 

交通遺児教育手当の支給を受けている保護

者に監護されている交通遺児が小学校又は

中学校を卒業するときに、卒業祝金を支給し

ます。 

こども政策課 

幼稚園・認可保育

所・認定こども園

保育料等の減免 

特別な事情により保育料等の納入が困難な

保護者に対して減免を行います。 

幼児課 

生活保護に関する

相談 

【再掲】 

健康で文化的な最低限度の生活を保障する

ために設けられた生活保護制度の相談を受

け付けます。 

生活福祉 1・2課 

東・南・北総合事

務所地域福祉課 

死亡一時金の手続

対応 

 

第１号被保険者として、国民年金保険料を３

年以上納めた人が、いずれの年金も受けない

まま死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受け

られない場合や寡婦年金を選択しない場合

に手続きを行います。 

住民情報課 

遺族基礎年金の手

続対応 

 

国民年金の被保険者か、老齢基礎年金を受け

る資格のある人などが死亡した場合、その人

に生計を維持されていた 18 歳未満の子ども

がいる妻又は子どもの手続きを行います。 

住民情報課 

障害基礎年金の手

続対応 

病気やけがの初診日が 20 歳前や国民年金加

入中にあり、一定以上の障害が残った場合な

どに手続きを行います。 

住民情報課 
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２ 居住の安定の支援  

犯罪被害や二次被害、再被害等により従前の住居に居住することが困難となった犯

罪被害者等の居住の安定を図るため、住居の確保、その他必要な支援を行います。 

取組項目 内容 所管課 

市営住宅への一時

入居 

犯罪被害者等の市営住宅への一時入居につ

いて、必要な措置を講じます。 

建築総務課 

高齢者世帯の市営

住宅への優先的入

居の実施 

60歳以上の方を含む高齢者世帯向けに、市営

住宅の入居者募集を実施し、地域生活を支援

します。 

建築総務課 

心身障害者世帯の

市営住宅への優先

的入居の実施 

心身障害者世帯向けに、市営住宅の入居者募

集を実施し、障害者等の地域生活を支援しま

す。 

建築総務課 

セーフティネット

住宅※10 の登録推

進 

高齢者、障害者、若年・子育て世帯等住宅の

確保に配慮が必要な住宅確保要配慮者がニ

ーズに合った賃貸住宅に入居できるように、

セーフティネット住宅の登録を推進し、ホー

ムページ等を活用しながら広く情報の提供

を行い、引き続き制度の周知を図っていきま

す。 

住宅政策室 

居住支援協議会な

ど支援体制の整備 

住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障

害者等）の民間賃貸住宅への円滑な入居の促

進を図るため、長崎県居住支援協議会と連携

し居住支援法人等による支援体制を整備し

ます。 

住宅政策室 

住居確保給付金の

支給 

離職等に伴い経済的に困窮し、住居を失う恐

れがある方に対して家賃相当額の給付を行

います。 

生活福祉２課 

 

３ 雇用の安定の支援  

犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について、

事業者に対する啓発に取り組むとともに就労の確保を支援します。 

取組項目 内容 所管課 

事業者に対する理

解の増進 

事業者に対して犯罪被害者等が置かれてい

る状況や犯罪被害者等支援の必要性につい

て理解を深めるため、啓発に取り組みます。 

自治振興課 
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長崎市障害者就労

支援相談所の運営 

障害者就労支援相談所に就労関係の知識・経

験のある職員を配置し、就労を希望する障害

者に対して就労相談支援、情報提供などの支

援を行うとともに、ハローワーク、障害者職

業センターなど関係機関と連携を図りなが

ら、障害者の一般就労に向けた支援を行い、

雇用の創出に努めます。 

障害福祉課 

障害者相談支援事

業所との連携強化 

障害者に身近な相談機関である障害者相談

支援事業所において、障害者就労支援相談所

など関係機関と連携を図り、就労を含む相談

支援の充実に努めます。 

障害福祉課 

就労系サービスの

充実 

障害者が自立した生活を営むことができる

よう、就労移行に必要な訓練及び指導、就労

後の定着支援等を行う就労移行支援や就労

定着支援などの就労系サービスの提供体制

の整備を図り、サービスの充実に努めます。 

障害福祉課 

関係機関等と連携

した就労支援 

ハローワークや地域若者サポートステーシ

ョン等との連携により、就労に向けた支援の

充実を図ります。 

産業雇用政策課 

生活困窮者等就職

困難者への就労支

援 

自立相談支援事業や就労支援事業など生活

困窮者等の支援に取り組みます。 

生活福祉２課 
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基本方針３ 心身の被害回復・防止 

必要な保健・医療・福祉サービス又は専門機関へつなぐとともに、心身の安全の確保

が図られるよう、精神的・身体的被害からの回復や二次被害・再被害の防止を図るため

の支援を行います。 

 

１ 保健医療及び福祉サービスの提供  

犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響からの早期の回復

を図るため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが

提供されるよう必要な支援を行います。 

取組項目 内容 所管課 

障害者の福祉援護 

 

障害福祉サービスや障害者相談員の設置、日

常生活用具の給付など障害者に対する各種

福祉援護を行います。 

障害福祉課 

特別障害者手当の

支給 

 【再掲】 

 

20歳以上で、身体又は精神に著しい重度の障

害があるために、日常生活において、常時特

別の介護が必要な在宅の障害者に対し支給

します。 

障害福祉課 

障害児福祉手当の

支給 

 【再掲】 

 

20 歳未満で身体又は精神に著しく重度の障

害があるため、日常生活において、常時特別

の介護を必要とする在宅の障害児に対して

支給します。 

障害福祉課 

障害者に対する医

療費の助成 

（福祉医療） 

【再掲】 

重・中度の心身障害のある人が医療保険によ

る診療を受けた場合、その自己負担額の一部

又は全額を助成します。 

障害福祉課 

障害者に対する医

療費の助成 

（自立支援給付） 

【再掲】 

 

精神通院公費（精神疾患があり通院による精

神医療が継続的に必要な程度の方）、育成医

療（身体上の障害・疾患があり手術により障

害等が補われ、又は障害の程度が軽減するこ

とが見込まれる 18歳未満の方）、更生医療（身

体上の障害・疾患があり手術により障害等が

補われ、又は障害の程度が軽減することが見

込まれる 18 歳以上の方）に係る自立支援医

療費を助成します。 

障害福祉課 

こども健康課 

 

精神保健福祉相談

及び訪問 

【再掲】 

事件による精神的ショックや心身の不調に

関するこころの相談について対応、必要に応

じて訪問します。 

地域保健課 
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医療費の一部負担

金の免除 

【再掲】 

 

生活に困窮しており、かつ、国民健康保険・

後期高齢者医療被保険者が入院療養を要す

るとき、３か月を上限に、医療費の一部負担

金の徴収猶予又は免除ができる場合があり

ます。 

国 民 健 康 保 険

課、後期高齢者

医療室 

高額療養費の支給 

【再掲】 

大きな手術などで保険医療を受け、１か月の

一部負担金の額が自己負担限度額を超えた

場合、高額療養費を世帯主に（国保）支給し

ます。 

国 民 健 康 保 険

課、後期高齢者

医療室 

特別児童扶養手当

の支給 

【再掲】 

20歳未満の１～３級程度の身体障害児、Ａ１

～Ｂ１程度の知的障害児を監護している保

護者に支給します。 

こども政策課 

子ども福祉医療費

の助成 

【再掲】 

児童が医療保険による診療を受けた場合、そ

の自己負担額の一部又は全額を助成します。 

こども政策課 

ひとり親家庭等福

祉医療費の助成 

【再掲】 

母子・父子家庭等いわゆる「ひとり親家庭」

の児童や養育している人が医療保険による

診療を受けた場合、その自己負担額の一部又

は全額を助成します。 

こども政策課 

母子父子寡婦福祉

資金の貸し付け

【再掲】 

母子家庭の母やその扶養している児童など

に対し、児童の就学等に必要な資金などの貸

付けを行います。 

こども政策課 

寡婦福祉医療費の

助成【再掲】 

寡婦が入院に係る医療保険の診療を受けた

場合、その自己負担額の一部を助成します。 

こども政策課 

自立支援教育訓練

給付金の支給 

【再掲】 

指定した教育訓練講座を受講した母子家庭

の母に対して、講座修了後に受講料の一部を

支給します。 

こども政策課 

児童扶養手当の支

給【再掲】 

対象要件等に該当する児童を監護する母又

は父及び養育する人に対して、支給します。 

こども政策課 

交通遺児に対する

教育手当の支給

【再掲】 

学校教育法に規定する小・中学校等に就学す

る交通遺児の保護者に教育手当を支給しま

す。 

こども政策課 

交通遺児に対する

見舞金の支給 

【再掲】 

交通遺児教育手当の支給要件を満たすこと

となった時に見舞金を支給します。 

 

こども政策課 
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交通遺児に対する

小学校入学祝金の

支給【再掲】 

交通遺児教育手当の支給を受けている保護

者に監護されている交通遺児が小学校に入

学し就学要件を満たすこととなった時に入

学祝金を支給します。 

こども政策課 

交通遺児に対する

卒業祝金の支給

【再掲】 

交通遺児教育手当の支給を受けている保護

者に監護されている交通遺児が小学校又は

中学校を卒業するときに卒業祝金を支給し

ます。 

こども政策課 

子どもの福祉に関

する相談 

【再掲】 

子育ての悩みや子ども自身からの悩みなど、

子どもの福祉に関する相談に対応します。 

子育てサポート

課 

幼稚園・認可保育

所・認定こども園

保育料等の減免

【再掲】 

特別な事情により保育料等の納入が困難な

保護者に対して減免を行います。 

幼児課 

一時保育（一時預

かり事業） 

保護者の様々な事情により、一時的に保育が

必要な就学前の児童を保育所で預かります。 

幼児課 

生活保護に関する

相談 

【再掲】 

健康で文化的な最低限度の生活を保障する

ために設けられた生活保護制度の相談を受

け付けます。 

生活福祉 1・2課 

東・南・北総合事

務所地域福祉課 

高齢者の福祉に関

する相談 

【再掲】 

高齢者の身体の相談及び介護の相談、各種福

祉サービスの利用の仕方や施設入所など、高

齢者の虐待を含む福祉や保健の相談等に対

応します。 

各総合事務所地

域福祉課 

健康相談、保健指

導等【再掲】 

育児や健康、介護に関する相談等に対応しま

す。 

各総合事務所地

域福祉課 

障害基礎年金の手

続対応 

【再掲】 

病気やけがの初診日が 20 歳前や国民年金加

入中にあり、一定以上の障害が残った場合な

どに手続きを行います。 

住民情報課 

高齢者福祉の総合

的な相談支援（地

域包括支援センタ

ー）【再掲】 

被害者等からの高齢者の在宅介護や福祉・保

健全般に関する相談に対し、必要に応じて各

種の公的なサービスが利用できるよう、関係

機関との連絡、調整を行います。 

高齢者すこやか

支援課 

障害者相談支援事

業所の設置 

【再掲】 

障害者やその家族等からの各種相談に応じ、

必要な情報提供、助言、障害福祉サービスの

利用等の必要な支援を行います。 

障害福祉課 
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身体障害者手帳の

交付 

身体に障害のある方本人又は保護者の申請

により、手帳を交付しています。手帳の取得

により、障害者自立支援法による障害福祉サ

ービス（介護給付・訓練等給付）、自立支援医

療、補装具の交付及び修理、地域生活支援事

業の利用、各種税の減免及び控除、運賃の割

引、ＮＨＫ受信料の減免などが障害の程度に

応じて受けられます。 

障害福祉課 

精神障害者保健福

祉手帳の交付 

精神疾患を有する方に、本人の申請により手

帳を交付しています。手帳の取得により、所

得税や住民税の控除や自動車税等の減免、Ｎ

ＨＫの受信料の減免、県内の乗り合いバスや

電車、タクシー、船舶運賃の割引等が障害の

程度に応じて受けられます。 

障害福祉課 

多機関型地域包括

支援センターによ

る相談支援 

【再掲】 

高齢・障害・子育て・生活困窮等、多分野・

多機関に渡る福祉分野に関連する相談をワ

ンストップで対応し、分野ごとの相談機関と

連携しながら、伴走的な支援や課題の解決に

向けた支援を実施します。 

地域包括ケアシ

ステム推進室 

母子家庭等就業・

自立支援事業 

【再掲】 

ひとり親家庭等自立促進センター等におい

て、就業相談から就業支援講習会、就業情報

の提供に至るまでの一貫した就業支援サー

ビス等を提供します。 

こども政策課 

短期入所生活援助

（ショートステ

イ）事業 

保護者が疾病、育児疲れその他の身体上若し

くは精神上の理由により、家庭において児童

を養護することが一時的に困難になった場

合等に、児童養護施設等において一時的に養

育・保護を行います。 

子育てサポート

課 

短期入所生活援助

（トワイライト）

事業 

保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又

は休日に不在となり家庭において児童を養

育することが困難となった場合等に、その児

童を保護し、生活指導、食事の提供等を行い

ます。 

子育てサポート

課 

育児に関する相互

援助（ファミリー・

サポート・センタ

ー） 

ファミリー・サポート・センターながさきに

おいて、子育ての援助をしてほしい人と援助

をしたい人が会員となって、一時的な子育て

の助け合いを行います。 

子育てサポート

課 



 

- 23 - 

生活困窮者自立支

援制度に関する相

談【再掲】 

家計や就労など、生活困窮に係る相談や支援

を行います。 

生活福祉２課 

 

２ 安全の確保  

犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その心身の安全の確保

を図るため、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに配慮するとともに、その他必要な

支援を行います。 

取組項目 内容 所管課 

転居費用助成金の

支給【再掲】 

殺人、重傷病、性犯罪、放火の被害により、

従前の住居に居住することが困難となった

被害者本人及び遺族に対して転居費用の助

成金を支給します。 

自治振興課 

家賃助成金の支給 

【再掲】 

殺人、重傷病、性犯罪、放火の被害により、

従前の住居に居住することが困難となった

被害者本人及び遺族に対して賃貸住宅家賃

の助成金を支給します。 

自治振興課 

住民票の写しの交

付等の制限 

配偶者等からの暴力やストーカーから逃れ

ている被害者が、住所情報を加害者に知られ

ないようにするため、被害者からの申し出に

より、住民基本台帳の閲覧及び住民票と戸籍

の附票等の交付をしないようにします。 

住民情報課 

 

市営住宅への一時

入居 

【再掲】 

犯罪被害者等の市営住宅への一時入居につ

いて、必要な措置を講じます。 

建築総務課 
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基本方針４ 犯罪被害者等への理解の促進 

広報及び啓発活動により、誰もが犯罪被害者等になり得るとの共通認識の醸成や犯

罪被害者等の人権尊重と支援への協力に関する理解の促進を図ります。 

 

１ 市民及び事業者の理解の促進  

犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性や

犯罪被害者等の支援の必要性について、市民及び事業者の理解を深めるため、広報・啓

発活動を行います。 

取組項目 内容 所管課 

様々な媒体を活用

した広報・啓発 

広報ながさきや長崎市ホームページ等を活

用した情報発信のほか、犯罪被害者等支援広

報啓発用リーフレットを作成・配布します。 

また、犯罪被害者週間（毎年 11月 25日から

12月 1日）に合わせて犯罪被害者等支援パネ

ル展等を実施します。 

自治振興課 

人権啓発の取組 人権啓発用リーフレットやパンフレット等

を作成・配布します。 

人権男女共同参

画室 

 

２ 学校における教育  

児童・生徒が犯罪等の当事者（加害者、被害者、傍観者）となることがないよう理解

を深めるため、学校において、児童又は生徒の発達段階に応じた教育活動が行われるよ

う必要な支援を行います。また、犯罪被害者等が児童又は生徒であるときは、その置か

れている状況に十分配慮し、学校と協力して相談などを行います。 

取組項目 内容 所管課 

学校における犯罪

被害者等支援・犯

罪抑止教育等の充

実 

関係機関が行っている学校向け講演会の周

知を行います。 

自治振興課 

道徳教育、人権教

育の指導の充実 

教職員向けの研修会の実施や資料の作成・配

付など、教職員の指導力向上と日々の教育活

動の充実及びいじめや問題行動に対する予

防・早期発見・早期対応に向けた施策を行い

ます。 

学校教育課 
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性に関する指導の

充実 

学習指導要領に基づき、子どもたちが性に関

して正しく理解し、適切な行動が取れるよ

う、保健体育科や特別活動で、性に関する指

導を実施します。また、産婦人科医や助産師

等の専門的な知識を持った外部講師による

指導に努めます。 

健康教育課 

学校教育課 

生命（いのち）の

安全教育※11 の推

進 

国が作成した「生命（いのち）の安全教育教

材」を活用して、子どもたちが性被害の当事

者（加害者、被害者、傍観者）にならないた

めの教育を行います。 

学校教育課 
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第５章 推進体制 

 

 第１節 推進体制の整備 

 犯罪被害者等支援の総合的な施策を推進するため、市長を本部長とし、副市長及び関

係部局長で構成する「長崎市安全・安心まちづくり推進本部」（平成 18 年 4 月設置）に

おいて、全庁的な協力体制のもと、計画の総合的かつ計画的な推進を図ります。 

また、学識経験者、関係行政機関、関係団体、市民などで構成する「長崎市安全・安心

まちづくり推進協議会」（平成 16年 11月設置）において、計画の推進及び進捗状況につ

いて、定期的に検証等を行い、効果的な事業の推進を図ります。 

 

 第２節 計画の成果指標 

犯罪被害者等支援施策の推進状況を把握するため、次の成果指標を設定します。 

 

【成果指標１】犯罪被害者等支援相談により支援につながった人数 

基準値 目標値 

5人 

（令和元年度） 

10人 

（令和７年度） 

≪指標の説明≫ 

令和３年度に「長崎市犯罪被害者等支援条例」を施行しており、まずは犯罪被害者

等として支援を必要とする人数を、過去５年間の凶悪犯の認知件数の平均値が約 10

人であることから 10人と仮定した。今後広報活動に注力することによって、犯罪被

害等により支援を必要とする人を確実に支援につないでいくことを目標とする。 

 

【成果指標２】犯罪被害者等支援に係る見舞金の申請から支給決定までの平均処理期間 

基準値 目標値 

実績なし 

（令和元年度） 

４週間(28日) 

（令和７年度） 

≪指標の説明≫ 

令和元年度の国における犯罪被害者等給付金の支給は申請から約 7.8か月を要して

いるが、本市独自の取組みとして支給する見舞金では、関係機関との連携を強化する

ことにより、支給決定までの期間短縮を図り、平均で４週間以内に見舞金の交付を決

定することを目標とする。 
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   長崎市犯罪被害者等支援条例 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに本

市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに犯罪被害者等を支援するための施策の

基本となる事項を定め、並びに犯罪被害者等が必要とする施策を総合的かつ計画的に推進

することにより、犯罪被害者等に係る被害からの回復及び被害の軽減並びに犯罪被害者等

を支える地域社会の形成を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 犯罪等 犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）第２条第１項に規定する

犯罪等をいう。 

⑵ 犯罪被害者等 犯罪被害者等基本法第２条第２項に規定する犯罪被害者等をいう。 

⑶ 関係機関 国、県、犯罪被害者等の支援を行う公共的団体又は民間の団体その他の犯

罪被害者等の支援に関係するものをいう。 

⑷ 市民 本市の区域内に居住し、又は本市の区域内に通勤し、若しくは通学する者をい

う。 

⑸ 事業者 本市の区域内において事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。 

⑹ 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見、無理解による心

ない言動、インターネットを通じた誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、

犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、名誉の毀損、平穏な生活の侵害、プライバシー

の侵害、経済的な損失等の被害をいう。 

⑺ 再被害 犯罪被害者等が、その被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等

による被害をいう。 

（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう配

慮して行われなければならない。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害、二次被害又は再被害

の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、迅速かつ

適切に行われなければならない。 

３ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むこ

とができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよ

う行われなければならない。 

４ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等のプライバシーに配慮し、適切に行われなければ

ならない。 

（市の責務） 

第４条 本市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、次に掲げ



 

- 28 - 

る施策を実施する責務を有する。 

⑴ 犯罪被害者等に係る被害からの回復及び被害の軽減並びに二次被害及び再被害の防

止を図るための施策 

⑵ 犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及

び犯罪被害者等の支援の必要性について、市民及び事業者が理解を深め、地域社会が犯

罪被害者等を支援する気運の醸成を図るための施策 

２ 本市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関と連携し、及び協力して行わな

ければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等が置かれている状況、犯

罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性について理

解を深め、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることのないよう十分に配慮する

よう努めなければならない。 

２ 市民は、本市及び関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければな

らない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、犯罪被害者等の尊厳を尊重しつつ、犯罪被害者等が置かれている状況、

犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性について

理解を深め、並びに犯罪被害者等の就労又は勤務について十分配慮し、その事業活動にお

いて犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることのないよう努めなければならない

。 

２ 事業者は、本市及び関係機関が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければ

ならない。 

（犯罪被害者等支援計画） 

第７条 本市は、犯罪被害者等の支援を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害者等支援

に関する計画を定めるものとする。 

（総合的支援体制の整備） 

第８条 本市は、犯罪被害者等の支援に関係する部局が緊密に連携して適切な支援を行う

ため、犯罪被害者等の支援に係る総合的な窓口を設置するものとする。 

２ 本市は、関係機関と緊密に連携し、及び協力して犯罪被害者等の総合的な支援を円滑に

行うことができるよう体制を整備するものとする。 

（相談及び情報の提供等） 

第９条 本市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう犯

罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言

を行うものとする。 

（経済的負担の軽減） 

第１０条 本市は、犯罪等により犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担を軽減するた
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め、見舞金その他の給付を行うものとする。 

２ 前項の給付の対象となる者、その額その他給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（居住の安定） 

第１１条 本市は、犯罪等、二次被害又は再被害により従前の住居に居住することが困難と

なった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅（長崎市営住宅条例（平成９年長

崎市条例第２５号）第２条第１号に掲げる市営住宅をいう。）の一時的な利用のための配

慮その他の必要な支援を行うものとする。 

（雇用の安定） 

第１２条 本市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状

況について、事業者の理解を深めるための啓発活動その他の必要な支援を行うものとす

る。 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

第１３条 本市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から

の早期の回復を図るため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉

サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。 

（安全の確保） 

第１４条 本市は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その安全の

確保を図るため、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いへの配慮その他の必要な支援を

行うものとする。 

（市民及び事業者の理解の増進） 

第１５条 本市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮

の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性について、市民及び事業者の理解を深めるた

め、広報及び啓発活動を行うものとする。 

（学校における教育及び支援） 

第１６条 本市は、児童又は生徒が犯罪等の当事者となることがないよう理解を深めるた

め、学校において、児童又は生徒の発達段階に応じた教育活動が行われるよう必要な支援

を行うものとする。 

２ 本市は、犯罪被害者等が児童又は生徒であるときは、その置かれている状況に応じて十

分な配慮が行われるよう必要な支援を行うものとする。 

（支援の制限） 

第１７条 本市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるとき

は、犯罪被害者等の支援を制限することができる。 

（委任） 

第１８条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

  附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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   長崎市犯罪被害者等支援条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、長崎市犯罪被害者等支援条例（令和３年長崎市条例

第３号。以下「条例」という 。） の施行について、必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴ 犯罪行為  日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空

機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為（刑

法（明治４０年法律第４５号）第３７条第１項本文、第３９条第１項

又は第４１条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第

３５条又は第３６条第１項の規定により罰せられない行為及び過失に

よる行為を除く 。） をいう。 

⑵ 性犯罪 刑法第１７７条、第１７８条第２項、第１７９条第２項又

は第２４１条（未遂罪を除く 。） に規定する犯罪をいう。 

⑶ 放火 刑法第１０８条、第１１１条第１項又は第１１７条第１項に

規定する犯罪をいう。 

⑷ 重傷病 負傷又は疾病の場合にあっては療養の期間が１箇月以上で

あって、かつ、３日以上病院に入院することを要するものをいい、精 

神疾患である場合にあっては療養の期間が１箇月以上であって、かつ、 

３日以上労務に服することができない程度であるものをいう。 

⑸ 住民 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本市

の住民基本台帳に記録されている者又は次に掲げるいずれかの者であ
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って、本市の住民基本台帳に記録をされずに本市の区域内に居住して

いるものをいう。 

ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成

１３年法律第３１号）第１条第１項に規定する配偶者からの暴力を

受けていた者 

イ ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成１２年法律第８１

号）第２条第３項に規定するストーカー行為に係る被害を受けてい

た者 

ウ 児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）第２

条に規定する児童虐待を受けていた者 

エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

（平成１７年法律第１２４号）第２条第３項に規定する高齢者虐待

を受けていた者 

オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

（平成２３年法律第７９号）第２条第２項に規定する障害者虐待を

受けていた者 

カ その他本市の住民基本台帳に記録することで自己の生命又は身体

に危害を受けるおそれのある者 

⑹ 死亡被害者  犯罪行為により死亡した者で、犯罪行為が行われた時

において住民であったもの 

⑺ 家賃 賃貸借契約で定められた月ごとの賃借料（管理費、共益費及

び駐車場使用料を除く 。） をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語の意義は、 

条例において使用する用語の例による。   
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（犯罪被害者等支援計画） 

第３条 条例第７条に規定する犯罪被害者等支援に関する計画（以下「支

援計画」という 。） は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

⑴ 犯罪被害者等支援に関する基本方針 

⑵ 犯罪被害者等支援に関する具体的施策 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援を推進するために必

要な事項 

２ 市長は、支援計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民の意見を

反映するために必要な措置を講ずるものとする。 

３  市長は、支援計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものと

する。 

４  前２項の規定は、支援計画の変更について準用する。 

（給付の種類） 

第４条 条例第１０条第１項に規定する見舞金その他の給付は、次に掲げ

るものとする。 

 ⑴ 遺族見舞金 

 ⑵ 重傷病見舞金 

 ⑶ 転居費用助成金 

 ⑷ 家賃助成金 

（見舞金の額） 

第５条 遺族見舞金及び重傷病見舞金（以下「見舞金」という 。） の額は、 

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

⑴ 遺族見舞金  ３０万円 

⑵ 重傷病見舞金  １０万円 
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２ 前項第１号の規定にかかわらず、重傷病見舞金の支給を受けた者が、

当該重傷病見舞金の受給に係る犯罪等に起因して死亡した場合における

遺族見舞金の額は、２０万円とする。 

（遺族見舞金の支給対象者） 

第６条 遺族見舞金の支給を受けることができる者は、死亡被害者（遠隔

地での勤務又は学習のため本市の区域外に居住する者を含む 。） の遺族

（犯罪行為が行われた時において住民であった者に限る 。） で、かつ、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 死亡被害者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にあった者を含む 。） 又は死亡被害者とパートナーシッ

プの関係にあった者（市長が交付するパートナーシップ宣誓書受領証

を受けていた者をいう 。）  

⑵ 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父

母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

⑶ 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 

２ 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、

同項第２号及び第３号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号 

に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。 

３ 遺族見舞金は、第１項に規定する支給対象者のうち、前項の規定によ

る遺族見舞金の支給に係る１番目の順位の遺族（以下「第１順位遺族」

という 。） に対し支給する。 

４ 第１順位遺族が２人以上あるときは、その１人に対してのみ支給する。 

この場合において、その支給する者は、死亡被害者との関係その他の事

情から判断するものとする。 

  



 

- 34 - 

（重傷病見舞金の支給対象者） 

第７条 重傷病見舞金の支給を受けることができる者は、犯罪行為により

重傷病を負った犯罪被害者であって、犯罪行為が行われた時において住

民であったものとする。 

（見舞金の支給申請） 

第８条 見舞金の支給の申請をしようとする者は、長崎市犯罪被害者等見

舞金支給申請書（第１号様式）及び犯罪被害に関する申告書（第２号様

式）により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が

必要がないと認める場合は、当該書類の一部を省略することができる。 

⑴ 遺族見舞金  アからクまでに掲げる書類 

ア 犯罪行為が行われた時における死亡被害者の住所又は居所を証明

することができる書類 

イ 犯罪行為が行われた時における申請者の住所又は居所を証明する

ことができる書類 

ウ 死亡被害者の死亡診断書又は死体検案書の写しその他の死亡の事

実及び死亡の年月日を証明することができる書類 

エ  申請者と死亡被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他

の地方公共団体の長が発行する証明書 

オ 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることが

できる書類 

カ 申請者が死亡被害者とパートナーシップの関係にあった者である

ときは、その事実を認めることができる書類 
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キ 死亡被害者が遠隔地での勤務又は学習のため本市の区域外に居住

していたときは、これを確認できる書類 

ク その他市長が必要と認める書類 

⑵ 重傷病見舞金  アからウまでに掲げる書類 

ア 犯罪行為が行われた時における申請者の住所又は居所を証明する

ことができる書類 

イ 負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数並びに入院治療に要した

日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書 

ウ その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から２年を経過した

とき、又は犯罪被害が発生した日から７年を経過したときはすることが

できない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、こ

の限りでない。 

（見舞金の支給決定） 

第９条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、審査のう

え見舞金の支給の可否を決定し、長崎市犯罪被害者等見舞金支給決定通

知書（第３号様式）又は長崎市犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書

（第４号様式）により通知するものとする。 

（見舞金の支給申請の取下げ） 

第１０条 見舞金の支給の申請をした者は、前条の規定による通知を受領

した場合において、当該通知に係る見舞金の支給の決定の内容に不服が

あるときは、前条の規定による通知の受領の日から３０日以内までに申

請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る見舞

金の支給の決定はなかったものとみなす。 
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（見舞金の請求） 

第１１条 第９条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者は、見舞金

の支給を受けようとするときは、市長に請求書を提出しなければならな

い。 

（転居費用助成金の対象費用及び額） 

第１２条 転居費用助成金の対象となる費用（以下この条において「対象

費用」という 。） は、犯罪等による被害のために従前の住居から新たな

住居への転居に要する費用であって、家財道具の運搬に係る荷造り及び

運送に要するものとする。 

２ 転居費用助成金の額は、対象費用の合計額とし、２０万円を上限とす

る。 

３ 転居費用助成金を受けることができる回数は、同一の犯罪被害につい

て２回を上限とする。 

（転居費用助成金の支給対象者） 

第１３条 転居費用助成金の支給を受けることができる者は、次の各号の

いずれにも該当する者とする。 

⑴ 次のいずれかに該当する者 

ア 第６条第１項各号のいずれかに該当する遺族であって、犯罪行為

が行われた時において死亡被害者と同居していたもの 

イ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者で犯罪行為が行われた

時において住民であったもの 

ウ 性犯罪の犯罪被害者で犯罪行為が行われた時において住民であっ

たもの 

エ 放火による犯罪被害者で、犯罪行為により住居が滅失し、又は著

しく損壊したために居住することができなくなったもの（犯罪行為
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が行われた時において住民であった者に限る 。）  

⑵ 次のいずれかに該当する者であって、犯罪被害を受けたことにより

従前の住居に居住することが困難になったと市長が認めるもの 

ア 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたために精神

的に当該住居に居住し続けることが困難となったもの 

イ 犯罪行為により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住す

ることができなくなったもの 

ウ 二次被害若しくは再被害を受けた者又は受ける恐れのあるもの 

（家賃助成金の対象費用及び額） 

第１４条 家賃助成金の対象となる費用（以下この条において「対象費用」

という 。） は、犯罪等による被害のために従前の住居から新たに本市の

区域内に所在する賃貸住宅に入居した場合における当該賃貸住宅の家賃

とする。 

２ 家賃助成金の額は、対象費用から家賃助成金の支給を受けようとする

者及びその世帯に属する者が受ける住宅手当（雇用主が従業員に対して

支給し、又は負担する賃貸住宅に係る全ての手当等の月額をいう 。） の

額を控除した額に２分の１を乗じて得た額（その額に 1,０００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、１月当たり３万円を限

度とする。 

３ 対象費用となる家賃は、当該犯罪被害を受けた後、当該賃貸住宅に入

居した日の属する月の翌月（当該入居した日が月の初日であるときは、

当該入居した日の属する月）からの家賃とする。 

４ 家賃の助成は、同一の犯罪被害について６月を上限とする。 

（家賃助成金の支給対象者） 

第１５条 家賃助成金の支給を受けることができる者は、第１３条各号の
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いずれにも該当する者とする。 

（助成金の支給申請） 

第１６条 転居費用助成金又は家賃助成金（以下「助成金」という 。） の

支給を受けようとする者は、長崎市犯罪被害者等助成金支給申請書（第

５号様式）及び犯罪被害に関する申告書に、次の各号に掲げる場合に応

じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければな

らない。ただし、市長が必要がないと認める場合は、当該書類の一部を

省略することができる。 

⑴ 死亡被害者の遺族が申請する場合  アからケまでに掲げる書類 

ア 申請者と死亡被害者が犯罪行為が行われた時において同居してい

たことを証明することができる書類 

イ 死亡被害者の死亡診断書又は死体検案書の写しその他の死亡の事

実及び死亡の年月日を証明することができる書類 

ウ 申請者と死亡被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他

の地方公共団体の長が発行する証明書 

エ 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることが

できる書類 

オ 申請者が死亡被害者とパートナーシップの関係にあった者である

ときは、その事実を認めることができる書類 

カ 転居後における申請者の住所又は居所を証明することができる書

類 

キ 転居費用助成金の申請を行う場合にあっては、転居費用の支払を

証する領収書又はこれに準ずる書類 

ク 家賃助成金の申請を行う場合にあっては、入居しようとする賃貸
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住宅に係る賃貸借契約書の写し 

ケ その他市長が必要と認める書類 

⑵ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者、性犯罪の犯罪被害者又

は放火による被害を受けた者が申請する場合  アからキまでに掲げる

書類 

ア 犯罪行為が行われた時における申請者の住所又は居所を証明する

ことができる書類 

イ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者にあっては、負傷又は

疾病の状態及び療養に係る日数並びに入院治療に要した日数又は労

務に服することができない日数に関する医師の診断書 

ウ 転居後における申請者の住所又は居所を証明することができる書

類 

エ 転居費用助成金の申請を行う場合にあっては、転居費用の支払い

を証する領収書又はこれに準ずる書類 

オ 家賃助成金の申請を行う場合にあっては、入居しようとする賃貸

住宅に係る賃貸借契約書の写し 

カ 犯罪等により住居が滅失し、又は著しく損壊した場合にあっては、 

り災証明書 

キ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請は、犯罪行為が行われた日から１年を経過したときは、こ

れを行うことができない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認

めるときは、この限りでない。 

（助成金の支給決定） 

第１７条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、審査の

うえ助成金の支給の決定をするものとする。 
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２ 市長は、前項の場合において必要があるときは、助成金の支給の申請

に係る事項に修正を加えて交付の決定をするものとする。 

（助成金の支給条件） 

第１８条 市長は、助成金の支給の決定をする場合において、助成金の支

給を受けようとする者に対し、助成金の支給申請の内容を変更しようと

するときは市長の承認を受けなければならないとする条件を付するもの

とする。 

２ 前項に規定する市長の承認を受けようとする者は、長崎市犯罪被害者

等助成金支給変更承認申請書（第６号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

（助成金の決定通知） 

第１９条 市長は、助成金の支給を決定したときは、速やかにその決定の

内容及びその条件を長崎市犯罪被害者等助成金支給決定通知書（第７号

様式）により助成金の支給の申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は、助成金を支給することが不適当と認めたときは、速やかにそ

の旨を長崎市犯罪被害者等助成金支給申請却下通知書（第８号様式）に

より助成金の支給の申請をした者に通知するものとする。 

（助成金の支給申請の取下げ） 

第２０条 助成金の支給の申請をした者は、前条の規定による通知を受領

した場合において、当該通知に係る助成金の支給の決定の内容又はこれ

に付された条件に不服があるときは、前条の規定による通知の受領の日

から３０日以内までに申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成

金の支給の決定はなかったものとみなす。 
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（事情変更による助成金の支給決定の取消し等） 

第２１条 市長は、助成金の支給の決定をした場合において、その後の事

情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の支給の決定の全部

若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条

件を変更することができる。 

２ 第１９条の規定は、前項の変更をする場合について準用する。 

（助成金の請求） 

第２２条 第１７条の規定により助成金の支給の決定を受けた者は、助成

金の支給を受けようとするときは、市長に請求書を提出しなければなら

ない。この場合において、家賃助成金の支給を受けようとする者にあっ

ては、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

⑴ 家賃の支払いを証する領収書その他の当該支払いを証することがで

きる書類 

⑵ 住宅手当その他の家賃に対する手当等を受けている場合にあっては、

その額を確認することができる書類 

（見舞金又は助成金を支給しないことができる場合） 

第２３条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金又は助成金を支給しない

ことができる。 

⑴ 犯罪被害者又はその遺族が、当該犯罪被害に関して、他の地方公共

団体から見舞金又は助成金と同種のものの支給を受けている場合 

⑵ 犯罪行為が行われた時において犯罪被害者又はその遺族と加害者と

の間に親族関係がある場合（犯罪被害者又はその遺族と加害者との関

係その他の事情から判断して、見舞金又は助成金の支給をしないこと

が社会通念上適切でないと認められるときを除く 。）  

⑶ 犯罪被害者又はその遺族に、当該犯罪行為を教唆し、若しくは幇
ほう

助
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する行為、過度の暴行若しくは脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘

発する行為、当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為その他の当該

犯罪被害につき、その責めに帰すべき行為があった場合 

⑷ 犯罪被害者又はその遺族が、暴力団員（長崎市暴力団排除条例（平

成２４年長崎市条例第５９号）第２条第２号に規定する暴力団員をい

う 。） 又は暴力団関係者（長崎市暴力団排除条例第１２条に規定する

暴力団関係者をいう 。） である場合 

⑸ 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との

関係その他の事情から判断して、見舞金又は助成金の支給を行うこと

が社会通念上適切でないと認められる場合 

（見舞金又は助成金の支給決定の取消し等） 

第２４条 市長は、見舞金又は助成金の支給の決定後において支給対象者

に該当しないこと又は第２３条各号のいずれかに該当することが判明し

たときは、見舞金又は助成金の支給の決定を取り消すことができる。 

２ 市長は、見舞金又は助成金の支給の決定を受けた者が偽りその他不正

の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すも

のとする。 

３ 前２項の規定により取消しを行った場合は、市長は、見舞金の支給の

決定を受けた者に対しては長崎市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知

書（第９号様式）により通知し、助成金の支給の決定を受けた者に対し

ては長崎市犯罪被害者等助成金支給決定取消通知書（第１０号様式）に

より通知するものとする。 

（見舞金又は助成金の返還） 

第２５条 前条の規定により決定を取り消した場合において、既に見舞金

又は助成金が支給されているときは、市長は、当該見舞金又は助成金の
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全部又は一部を返還させるものとする。 

（委任） 

第２６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附  則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。



 

第１号様式（第８条関係） 

長崎市犯罪被害者等見舞金支給申請書 

年  月  日 

（あて先）長崎市長 

 

＜申請者＞ 

住   所 

 

 

 

フ リ ガ ナ 

氏   名 
                          ○印  

生年月日           年     月     日 

電話番号   

被害者との続柄  

 

次のとおり、長崎市犯罪被害者等見舞金の支給を申請します。 

申請内容  遺族見舞金  ・  重傷病見舞金 

誓約事項 
 

※該当する□の枠に

チェックしてくだ

さい 

□ 今回申請の犯罪被害に関して、他の地方公共団体から同種の見舞

金の支給を受けていません。 

□ 私は、第１順位遺族に相違ありません。なお、遺族間で問題が生

じた場合には、遺族間で全て解決し、貴市に一切の迷惑をかけない

ことを約束します。 

 

 

同意書 

 

・ この見舞金の支給の決定のために必要があるときは、長崎市が官公署等に対して照

会することに同意します。 

・ 私は、本申請書の内容に虚偽がないことを認め、見舞金の支給ののちに虚偽その他

不正な手段による支給であったと市長が認めた場合には、見舞金を長崎市に返還する

ことに同意します。 

 

氏名                        
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第２号様式（第８条、第１６条関係） 

犯罪被害に関する申告書 

年  月  日 

（あて先）長崎市長 

 

犯罪被害の概要 

警察への届出の有無 有 （届出をした警察署名：       警察署）・無 

被 害 年 月 日          年     月     日 

被 害 場 所 

 

 

 

フ リ ガ ナ 

被害者の氏名  

 

 

被害者の生年月日          年     月     日 

被 害 者 の 

被害時の住所  

 

 

 

被 害 の 状 況 
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第３号様式（第９条関係） 

 

長崎市犯罪被害者等見舞金支給決定通知書 

 

 

年  月  日 

 

 

            様 

 

長崎市長             印 

 

 

年   月   日付けで申請のありました長崎市犯罪被害者等見舞金（遺

族見舞金・重傷病見舞金）については、次のとおり決定しましたので、通知します。 

 

 

 

１ （遺族見舞金・重傷病見舞金）について支給します。 

 

支給決定金額          円 
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第４号様式（第９条関係） 

 

長崎市犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書 

 

 

年  月  日 

 

 

            様 

 

長崎市長             印 

 

 

年   月   日付けで支給申請のありました長崎市犯罪被害者等見舞金

（遺族見舞金・重傷病見舞金）については、次の理由により、その申請を却下することと

しましたので通知します。 

 

 

 

１ 却下の理由 
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第５号様式（第１６条関係） 

長崎市犯罪被害者等助成金支給申請書 

年  月  日 

（あて先）長崎市長 

 

＜申請者＞ 

住   所 
 

 

フ リ ガ ナ 

氏   名 
                          ○印  

生年月日           年     月     日 

電話番号   

被害者との続柄  

 

 次のとおり、長崎市犯罪被害者等助成金の支給を申請します。 

申請内容  転居費用助成金  ・  家賃助成金 

対象要件  死亡 ・ 重傷病 ・ 性犯罪被害 ・ 放火被害 

転居を必要とした

理由 

 

 

転居前の住所 
 

 

転居後の住所 
 

 

転居費用助成金 

申請のとき 
支給申請金額 円 

家賃助成金 

申請のとき 

入居日 家賃 住居手当等の有無 

年  月  日 月額      円 
有（月額    円） 

無 

支給申請期間 支給申請金額 

年  月分～   年  月分 月額      円 

誓約事項 
※該当する□の枠にチェ

ックしてください 

□ 今回申請の犯罪被害に関して、他の地方公共団体から同種の助

成金の支給を受けていません。 

 

同意書 

・ この助成金の支給の決定のために必要があるときは、長崎市が官公署等に対して照

会することに同意します。 

・ 私は、本申請書の内容に虚偽がないことを認め、助成金の支給ののちに虚偽その他

不正な手段による支給であったと市長が認めた場合には、助成金を長崎市に返還する

ことに同意します。 

氏名                       
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第６号様式（第１８条関係） 

 

長崎市犯罪被害者等助成金支給変更承認申請書 

 

年  月  日 

 

 

（あて先）長崎市長 

 

申請者 住所 

 

氏名            印 

 

 

長崎市犯罪被害者等支援条例施行規則第１８条第２項の規定により、次のとおり申請しま

す。 

 

支給決定日 年   月   日 

変更の内容  

変更又は中止の

理由 
 

変更又は中止の

年月日 
年   月   日（予定） 

添付書類  
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第７号様式（第１９条関係） 

 

長崎市犯罪被害者等助成金支給決定通知書 

 

 

年  月  日 

 

 

            様 

 

長崎市長             印 

 

 

年   月   日付けで支給申請のありました長崎市犯罪被害者等助成金

（転居費用助成金・家賃助成金）については、次のとおり決定しましたので、通知しま

す。 

 

 

 

１ 転居費用助成金について支給します。 

 

支給決定金額          円 

 

 

２ 家賃助成金について支給します。 

 

支 給 期 間     年   月～     年   月 

 

支給決定金額  月額        円（合計        円） 

 

 

３ 交付の条件 
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第８号様式（第１９条関係） 

 

長崎市犯罪被害者等助成金支給申請却下通知書 

 

 

年  月  日 

 

 

            様 

 

長崎市長             印 

 

 

年   月   日付けで支給申請のありました長崎市犯罪被害者等助成金

（転居費用助成金・家賃助成金）については、次の理由により、その申請を却下すること

としましたので通知します。 

 

 

 

１ 却下の理由 
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第９号様式（第２４条関係） 

 

長崎市犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書 

 

 

年  月  日 

 

 

            様 

 

長崎市長             印 

 

 

    年   月   日付け長崎市指令第  号で通知した長崎市犯罪被害者等見

舞金（遺族見舞金・重傷病見舞金）の支給決定については、次のとおり取り消しましたの

で、長崎市犯罪被害者等支援条例施行規則第２４条第３項の規定により通知します。 

取り消した部分 

 

□ 支給決定の全部 
 

□ 支給決定の一部 

 

取り消した理由 

 

 

 

  

取り消した支給決定の一部の詳細 
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第１０号様式（第２４条関係） 

 

長崎市犯罪被害者等助成金支給決定取消通知書 

 

 

年  月  日 

 

 

            様 

 

長崎市長             印 

 

 

    年   月   日付け長崎市指令第  号で通知した長崎市犯罪被害者等助

成金（転居費用助成金・家賃助成金）の支給決定については、次のとおり取り消しました

ので、長崎市犯罪被害者等支援条例施行規則第２４条第３項の規定により通知します。 

取り消した部分 

 

□ 支給決定の全部 
 

□ 支給決定の一部 

 

取り消した理由 

 

 

 

 

取り消した支給決定の一部の詳細 
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用語の説明 

 
※1 犯罪被害者等 

犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族 
※2 刑法犯 

刑法及び一部の特別法（暴力行為等処罰に関する法律、盗犯等の防止及び処分に関す

る法律等）に規定される犯罪のこと（犯罪白書による定義） 
※3 認知件数 

警察において犯罪の発生を認知した事件数 
※4 二次被害 

犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の偏見、無理解による心ない言動、イ

ンターネットを通じた誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が

受ける精神的な苦痛、名誉の毀損、平穏な生活の侵害、プライバシーの侵害、経済的な

損失等の被害 
※5 再被害 

犯罪被害者等が、その被害を受けた犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害 
※6 ＳＮＳ（Social Networking Service） 

登録された利用者同士が交流できるインターネット上の会員制サービス 
※7 検挙率 

検挙件数を認知件数で除した数値 
※8 ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

夫婦、恋人等の男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為 
※9生活困窮者自立支援制度 

「現在は生活保護を受給していないが、生活保護に至るおそれがある人で、自立が見

込まれる人等」を対象に、困りごとにかかわる相談に応じ、安定した生活に向けて仕事

や住まい、子どもの学習など様々な面で支援すること 

再び最低限の生活を維持できなくなることがないよう、生活保護から脱却した人も支

援の対象となる 
※10 セーフティネット住宅 

住宅確保要配慮者（高齢者、障害者、若年・子育て世帯等）の入居を拒まない賃貸住            

宅 
※11生命（いのち）の安全教育 

警発達の段階に応じた「生命（いのち）を大切にする」「加害者にならない」「被害者

にならない」「傍観者にならない」ための教育を実施 

具体的には生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴  

力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大切にする考えや、自分や相手、一

人一人を尊重する態度等を発達段階に応じて身に付けることを目指すもの 

 


